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試験のやま
反証(不)可能性、センスデータ論批判、理論の構造（全体論やDQT）
１　実証主義の限界
実証主義：観察と論理のみで正当化されるものを受け入れる

[帰納と演繹]

帰納：個別の諸事例をもとに一般法則を導く

演繹：普遍的な真理から、論理により個々の結論を導く

◎つまり一般法則自体を観察することはできない
◎実証主義が受け入れるべきでないもの
　→超越的・形而上学的なもの
[帰納の懐疑]

実証主義は帰納を、帰納によってしか正当化できない

　　↓

懐疑的テーゼ：いかなる一般法則を観察と論理だけでは実証不可能

　　↓

よって帰納には次の原理が前提として必要

斉一性の原理：他の事情に変化がないならば、ものごとは今までどおりに進んでいく

◎斉一性の原理自体が一般法則のため、実証主義は斉一性の原理を正当化できない
↓
実証主義の限界

[確証の原理]
確証の原理：関連する観察事例の増加に応じて法則の確からしさは増加する

[カラスのパラドクス]

確証の原理を用いれば、室内鳥類学が可能となる
→(応答)無意味な結論しか出ない

２　反証主義
反証主義：観察と論理により反証されてないものを受け入れる

[基本的原則]

1 反証可能性：潜在的反証例を持たない

　　　潜在的反証例：法則Lから演繹された観察命題O1、O2、…、Onの否定O1’、O2’、…、On’のこと

　　　◎「潜在的」なため、まだ反証されてない

2 反証可能性をもたないものは科学と認めない（byポパー）

↓

科学と非科学の境界を設定する（疑似科学を排除する）
※疑似科学の反証不可能性

例．空疎なエゴイズム論：すべての人は常に最もやりたいことのみを行う

3 法則の進歩の原則：法則はより反証可能性が大きいものへと変化していくべき

　　　　法則1は法則２よりも反証可能性が大きい
　　　＝１の潜在的反証例の集合が２の潜在的反証例を含む
３　理論と観察
[観察に対する要請]

(1) 確実性：理論に対する確実な基礎を与えなければならない

(2) 中立性：観察は理論に中立でなければならない

[センスデータ論]

センスデータ論：感覚は絶対確実であり、しかもあらゆる理論以前のもの。よって直接観察されるのは、ただ感覚に与えられたもの（センスデータ：所与）のみである。

[センスデータ論批判]

センスデータの精度をあげようとするほど、センスデータは知識の基礎として役に立たな

くなってくる

[観察の理論負荷性]
観察の理論負荷性テーゼ：現象はそれを意味づけする体系（概念枠）が異なれば、異なって知覚される

　　↓

観察は理論に依存する

表象主義的な理論観：観察は世界を忠実に写しとっており、理論は観察の総体をまとめあげたもの（絵としての理論）

　　※表象…知覚に基づいて意識に現れる外的対象の像

構成主義的な理論観：理論を通してはじめて見えてくる世界がある（メガネとしての理論）

　　※構成…所与としての感覚的直感を悟性（思考の能力）が事物の認識へとまとめあげ

る作用
[共約不可能性テーゼ]

共約不可能性テーゼ：異なる理論を比較評価する共通の基準は存在しない

４　反証主義の限界と理論の全体構造
[法則は反証を免れうる]

(1) 観察の理論負荷性→観察も誤りうる→反証のもととなる観察が違うのかもしれない

(2) 誤りは補助仮説にしわ寄せできる→法則は間違ってない

　　　　補助仮説…初期値、単純化、条件一定条項など

⇓
反証主義の限界

[科学実践における反証例の役割をはきちがえている]

（反証主義）反証例が見つかるとそれまでの過程が何の意味もなくなる

↑
反証されていないものを受け入れる原則

(本来)観察された反証例は新たな研究課題として働く

⇓
反証主義の限界

[理論の全体論的構造]

1 原子論的捉え方：法則は個別に正当ないし反証される

観察このカラスは黒くない　　　　　

↓反証　　　　　　　　　　
　法則すべてのカラスは黒い

②全体論的捉え方→予測に反する観察が得られたとき「反証」されるのは法則、補助仮説、観察の全体（それゆえどんな観察が得られようと法則は原理的に言い直り可能）
理論の全体論的構造：理論は部分の集積ではなく、全体が有機的に連関しあい、統一されている

[デュエム‐クワイン・テーゼ]
デュエム‐クワイン・テーゼ（ＤＱＴ）：科学は全体論的構造をもち、あらゆる部分が修正されうる

クワインのプラグマティックな主張：より確立された主張とは、それを修正するとより大きなコストがかかる（より多くの箇所に修正が及ぶ）もののことである

５　法則の規範的性格
[ＤＱＴの検討]

ＤＱＴは科学理論の論理的構造を捉えた議論であったが、科学実践の構造を考えるならば、

それは必ずしも正しくない
　　　↓
「あらゆる部分が修正されうる」という箇所が問題

↑　
平等性の原則：おかしなことがあったらすべてを等しく疑え
※本来の全体論　　探求の主題／探求の枠組み

理論全体　→　枠組み　～中心部分

　　　　　　　→　主題　　～周縁部分
周縁部分の修正しやすいところを修正する
[法則の規範的性格]

法則の規範的性格…この法則が維持されるように現実を解釈せよ

[規則と理論変化]
法則は、規則と同様、採用ないし撤回されるものである

